
 

「懲戒処分等の指針」の一部改正について 

 

 

教育政策課 

 

 

１ 改正の理由 

「刑法」及び「刑事訴訟法」の一部改正、また、「性的な姿態を撮影する⾏為等の

処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する

法律」の新設に伴い、「教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の防⽌等に関する法律」

（以下「法」という。）が一部改正されたこと等を受けて、所要の改正を⾏う。 

 

 

２ 改正の内容 

法に規定する「児童⽣徒性暴⼒等」の定義が改正されたため、指針における「児童

⽣徒性暴⼒等」の定義を改正するとともに、⾏為の例⽰の記載を改正する。 

 

 

３ 適用日 

  この指針は、令和５年８月 24 日から施⾏し、同日以後に処分事由となる非違⾏為

があった事案について適用する。 

  ただし、この指針の施⾏前に発⽣した事案が、施⾏前の指針における処分事由に該

当する場合は、施⾏前の指針に基づき処分等を⾏う。 

 



懲戒処分等の指針  新旧対照表 

改 正 案 現  行 

 

１ 児童生徒等に対する性暴力等関係 

項 目 行為等の態様 標準量定 

児童生徒性

暴力等 
(1)～(2) （略） （略） 

(3) 刑法第 182 条の罪、児童買

春、児童ポルノに係る行為等の

規制及び処罰並びに児童の保護

等に関する法律第５条から第８

条までの罪又は性的な姿態を撮

影する行為等の処罰及び押収物

に記録された性的な姿態の影像

に係る電磁的記録の消去等に関

する法律第２条から第６条まで

の罪（児童生徒等に係るものに

限る）に当たる行為をした職員

（(1)及び(2)に掲げるものを除

く） 

免職 

(4)～(6) （略） （略） 
 

 

１ 児童生徒等に対する性暴力等関係 

項 目 行為等の態様 標準量定 

児童生徒性

暴力等 
(1)～(2) （略） （略） 

(3) 児童買春、児童ポルノに係る

行為等の規制及び処罰並びに   

児童の保護等に関する法律第５

条から第８条までの罪に当たる 

   行為をした職員（(1)及び(2)

に掲げるものを除く） 

 

 

 

 

 

 

 

免職 

(4)～(6) （略） （略） 
 

注１～注２ （略） 注１～注２ （略） 

注３ (1)から(6)に該当する行為の例示は以下のとおり 注３ (1)から(6)に該当する行為の例示は以下のとおり 

    (1)  刑法第 177 条の不同意性交等罪、児童福祉法第 34 条第

１項第６号の淫行罪に当たる行為や、長野県子どもを性被

害から守るための条例により禁止される威迫等による性行

為が該当する。 

    (1)  刑法第 177 条の強制性交等罪、児童福祉法第 34 条第１

項第６号の淫行罪に当たる行為や、長野県子どもを性被害

から守るための条例により禁止される威迫等による性行

為が該当する。 

    (2) 刑法第 176 条の不同意わいせつ罪、児童福祉法第 34 条第

１項第６号の淫行罪（(1)の場合を除く。）に当たる行為、

長野県子どもを性被害から守るための条例により禁止され

る威迫等によるわいせつな行為が該当する。 

    (2)  刑法第 176 条の強制わいせつ罪、児童福祉法第 34 条第

１項第６号の淫行罪（(1)の場合を除く。）に当たる行為、

長野県子どもを性被害から守るための条例により禁止さ

れる威迫等によるわいせつな行為が該当する。 

  



改 正 案 現  行 

    (3) 以下の①から③の行為が該当する。      

     ① 16 歳未満の者に対するわいせつ目的での面会要求（刑

法第 182 条第１項）、面会（同条第２項）、性的な姿態を

撮影した映像の要求（同条第３項。いわゆる自撮り要求

等） 

 

     ② 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並

びに児童の保護等に関する法律第５条から第８条までの

罪に当たる行為である、児童買春周旋、児童買春勧誘、

児童ポルノ所持・ 提供等、児童買春等目的人身売買等 

    (3) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並び

に児童の保護等に関する法律第５条から第８条までの罪

に当たる行為は、児童買春周旋、児童買春勧誘、児童ポル

ノ所持・提供等、児童買春等目的人身売買等が該当する。 

     ③ 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録さ

れた性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する

法律第２条から第６条までの罪に当たる行為（児童生徒

等に係るものに限る。）である、児童生徒等に係る性的姿

態等の撮影（同法第２条）、性的影像記録の提供等（同法

第３条）及び当該行為をする目的での保管（同法第４条）、

性的姿態等影像の送信（同法第５条）及び記録（同法第

６条） 

 

    (4) （略）     (4) （略） 

    (5)  同条例第４条により禁止される盗撮（(3)に含まれるも

のを除く。）が該当する。 

    (5)  同条例第４条により禁止される盗撮が該当する。 

    (6) （略）     (6) （略） 
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